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令和８年度緑の島スケートボードエリア利用開始について 

 

 このことについて，昨年度に引き続き，市民の方々に広くアーバンスポーツを知っ

ていただき，スケートボードを気軽に楽しむ機会を増やすとともに，スケートボード

に関する潜在的なニーズ等について調査するため，緑の島イベント広場内に，スケー

トボードエリアを暫定設置することといたしました。 

つきましては，下記期間利用可能となりますので，取材・報道方よろしくお願いい

たします。 

 なお，オープニングセレモニーの予定はございません。 

記 

 

１ 日  時   令和８年４月１日（水）～１１月３日（火・祝） 

２ 場  所  緑の島イベント広場（別紙図面のとおり） 

３ そ の 他  （１）スノーボードエリア利用期間および時間 

          ・令和８年４月１日（水）～９月３０日（水） 

           ９：００～１９：３０ 

          ・令和８年１０月１日（木）～１１月３日（火・祝） 

           ９：００～１６：３０ 

        （２）エリア利用料  

無料 

         

           

 

         【問合せ】 〒040-8666 函館市東雲町４番１３号 

函館市教育委員会生涯学習部スポーツ振興課 

担当：池上 

TEL：0138-21-3474 FAX：0138-27-7217 



 

名  称 大町緑地（緑の島） 

所 在 地    ― 

使用面積 約１，５００㎡ 

使用目的 暫定スケートボードエリア開設 

利用期間 令和８年４月１日～令和８年１１月３日 

 

スケートボードエリア 

使用面積 １，５００㎡ 

（縦３０ｍ×横５０ｍ） 

大町緑地（緑の島） 

使用箇所平面図 

別 紙 


